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１ 【提出理由】

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生

いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12

号及び第19号の規定に基づき臨時報告書を提出するものであります。

 

２ 【報告内容】

(1) 当該事象の発生年月日

平成25年２月28日

 

(2) 当該事象の内容

当社連結子会社である関西エアポートワシントンホテル株式会社が原告として、ホテル建物を賃借している

三井住友信託銀行株式会社（訴訟提起時は、中央三井信託銀行株式会社）に対し、減額した賃料の確認を求める

訴訟を提起しておりましたが、平成25年２月８日に大阪高等裁判所にて控訴審判決が言い渡された後、上告期限

内に提起がなかったため、平成25年２月28日をもって当該判決が確定したものであります。

 

(3) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響

　（連結決算）

同連結子会社は、不動産賃借契約から発生する損失について、解約不能期間の見込額として平成24年12月期に

契約損失引当金1,407百万円を計上しております。

当該事象の発生に伴い、平成25年12月期第１四半期連結会計期間において、上記引当金の取崩額965百万円、並

びに既に支払った賃料と減額した賃料の差額およびこれに係る金利相当額617百万円、合計1,583百万円を特別

利益として計上する予定であります。

　（個別決算）

当社は同連結子会社に対して、貸倒引当金および関係会社事業損失引当金を計上しております。

当該事象の発生に伴い、平成25年12月期において、上記引当金の取崩額1,583百万円を特別利益として計上す

る予定であります。

以上

EDINET提出書類

藤田観光株式会社(E04560)

臨時報告書

2/2


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

